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令和６年２月６日 

みどり３３推進担当部  

公  園  緑  地  課 

 

玉川野毛町公園拡張事業における 

「便益・サービスの拠点となる施設の設置管理事業者の公募」について 

 

１ 要 旨 

 玉川野毛町公園拡張事業は、令和５年２月に基本設計を策定し、令和５年１１月には拡張

区域の区民参加型管理運営事業者の公募を開始した。この度、公園利用者の利便性向上や

地域課題の解決に向け、既開園区域に設置予定の「便益・サービスの拠点となる施設」に

ついて、公募設置管理制度（Park-PFI）を活用した事業者の公募を開始する。 

 

２ 便益・サービスの拠点となる施設の設置管理事業者の公募概要 

（１）目的：日常的な公園利用の楽しみや利便性向上のほか、防災機能、地産地消、買い

物不便地域などの地域課題の解決に加え、管理事務所や公園トイレなどを効

果的に整備することを目的とする。 

（２）手法：都市公園法に基づく公募設置管理制度（Park-PFI）。 

公園利用者の利便性向上に資する公募対象公園施設の整備と、当該施設から 

生ずる収益を活用した特定公園施設の整備を、民間事業者が一体的に行う。 

（３）事業期間：公募対象公園施設の営業開始から２０年以内。 

（４）審  査：専門家（公園計画、会計士等）や区民意見等を踏まえ事業者を選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 基 本 設 計 図  

（全体平面図） 

今回の公募により選定された 

事業者が設置管理を行う区域 
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（５）事業者に提案を求める施設： 

 

対象施設 概要 想定される施設や整備条件 

① 公募対象公園施設（必須） 

【便益施設（店舗）】 

飲食・物販等の便益施設

で、日常的な公園利用の

楽しみや賑わい創出のほ

か、買い物不便地域など

の地域課題の解決も含め

た施設。 

・建築面積２００㎡以下  

・延床面積４００㎡以下 

・２階建て以下 

 

 

② 特定公園施設（必須） 

【管理事務所】 

地域スポーツ施設（野球

場、テニスコート、屋外

プール）の受付・管理を

行う施設。 

受付、事務室７０㎡ 

給湯室、更衣室１０㎡ 

更衣室、シャワー室４０㎡ 

屋外トイレ５０㎡ 

 

・建築面積１７０㎡以下  

・延床面積１７０㎡以下 

・２階建て以下 

② 特定公園施設（必須） 

【公園トイレ】 

公園利用者用の屋外トイ

レ。オストメイト対応、

おむつ替えシート、ベビ

ーチェアの機能を含む。 

③ 特定公園施設（任意） 

【その他（可動式ベンチ等）】 

公園利用者の利便性向上

に寄与する施設。 

公園利用者が使用可能な可

動式のベンチ、テーブル等 

④ 利便増進施設（任意） 

【看板等】 

公園利用者および便益施

設利用者のための施設。 

地域の催しに関する情報提

供の看板や、駐輪場。 

イベント等の実施（任意） 公園の賑わい創出と魅力

向上につながるイベント

等の実施。 

事業者主催のマルシェやキ

ッチンカー等のイベント提

案を可能とする。 

※公募対象公園施設（便益施設）と特定公園施設（管理事務所、トイレ）は分棟とする。 
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（６）区と事業者の整備・管理における役割分担 

 

３ 今後の予定 

令和６年２月１９日～７月３１日 公募設置等指針の交付および公募設置等計画の受付 

令和６年８月上旬～１０月下旬 一次審査(書類・事務局)、二次審査(書類・審査員) 

                区民からの意見聴取、公募設置等計画の変更受付、 

三次審査(プレゼン・審査員)  

令和６年１１月上旬 公募設置等計画の認定（事業者の選定）   

令和６年１２月下旬 基本協定締結  

令和７年１月上旬～令和８年３月下旬 設計・建築確認申請等 

令和８年４月上旬～令和９年３月下旬 工事、供用開始  

 

対象施設 整備 管理 

実施 

主体 

費用 

負担 

位置 

づけ 

実施 

主体 

費用 

負担 

位置 

づけ 

①公募対象公園施設（必須） 

【便益施設（店舗）】 

事業者 事業者 事業者

が整備

（設置

許可） 

事業者 事業者 事業者

が管理

（管理

許可） 

②特定公園施設（必須） 

【管理事務所】 

事業者 事業者

と区 

事業者

が整備

（設置

許可） 

区 区 区が管

理（業

務委託

等） 

②特定公園施設（必須） 

【公園トイレ】 

③特定公園施設（任意） 

【その他（可動式ベンチ等）】 

事業者 事業者 事業者

が整備

（設置

許可） 

区また

は事業

者 

区また

は事業

者 

事業者

が管理

（管理

許可） 

④利便増進施設（任意） 

【看板等】 

事業者 事業者 事業者

が整備

（設置

許可） 

事業者 事業者 事業者

が管理

（管理

許可） 


